
事業開始の什器、機械等の購入資金 ３，５８０，０００円

事業継続時の運転資金 １，7 ９０，０００円

進学時の授業料、交通費など 下表２参照

母・父が知識技能を習得する資金 月額６８，０００円　運転免許４６０，０００円

子が知識技能を習得する資金 月額６８，０００円　運転免許４６０，０００円

就職時の被服、車等の購入資金 １１０，０００円（特別分３4０，０００円）

医療又は介護に必要な資金 ３４０，０００円（特別分４８０，０００円）

生活を安定、継続するための資金 月額１１４，０００円（特別分月額１４１，０００円）

住宅の購入、増改築時の資金 １，５００，０００円（災害補修２，０００，０００円）

引越時の賃借に必要な資金 ２６０，０００円

就学に必要な支度資金 下表１参照

扶養している子の結婚資金 ３３０，０００円

１．就学支度資金の貸付限度額

小学校に入学時

中学校に入学時

国公立の高等学校又は専修学校の高等課程に入学時

私立の高等学校又は専修学校の高等課程に入学時

国公立の大学、短期大学又は専修学校の専門課程に入学時

私立の大学、短期大学又は専修学校の専門課程に入学時

専修学校（一般課程）

修業施設に入所時

＊大学院については、国公立３８０，０００円、私立５８０，０００円

２．修学資金の貸付限度額

自　宅 自　宅

自宅外 自宅外

自　宅 自　宅

自宅外 自宅外

自　宅 自　宅

自宅外 自宅外

自　宅 自　宅

自宅外 自宅外

自　宅 自　宅

自宅外 自宅外

自　宅 自　宅

自宅外 自宅外

専修学校（一般課程） 修士課程 自　宅

博士課程 自宅外

　＊　日本学生支援機構で給付型の奨学金に該当している方は、限度額が変わります！！

母子・父子・寡婦福祉資金について

　この資金は、「母子及び父子並び寡婦福祉法」という法律に基づき、ひとり家庭等の経済的自立

支援と児童の福祉増進の為、母・父の技能習得等や子どもの進学や就職等に対しての貸付制度です。

資金名 内　　容 貸 付 限 度 額

事業開始資金

事業継続資金

修 学 資 金

技能習得資金

修 業 資 金

就職支度資金

医療介護資金

生 活 資 金

住 宅 資 金

転 宅 資 金

就学支度資金

結 婚 資 金

区　　　　分 自宅通学 自宅外通学

６４，３００円 ６４，３００円 

８１，０００円 ８１，０００円 

１５０，０００円 １６０，０００円 

４１０，０００円 ４２０，０００円 

４２０，０００円 ４３０，０００円 

５８０，０００円 ５９０，０００円 

１５０，０００円 １６０，０００円 

２７２，０００円 ２８２，０００円 

種　　　　　別 限度額（月額） 種　　　　　別 限度額（月額）

２７，０００円 ６７，５００円

３４，５００円 ７８，０００円

４５，０００円 ８９，０００円

５２，５００円 １２６，５００円

３１，５００円 ６７，５００円

３３，７５０円 ９６，５００円

４８，０００円 ９３，５００円

５２，５００円 １３１，０００円

６７，５００円 ７１，０００円

７６，５００円 １０８，５００円

９８，５００円 １０８，５００円

１１５，０００円 １４６，０００円

５ 4，0 ００円 １３２，０００円

１８３，０００円

国 公 立 国 公 立

高 等 学 校
専 修 学 校

専 修 学 校
（ 専 門 課 程 ）

私　　立 私　　立

高等専門学校
（ 1 ～ 3 年 ）

国 公 立 国 公 立

短 期 大 学

私　　立 私　　立

国 公 立

大 学

国 公 立

高等専門学校
（ 4 ～ 5 年 ）

私　　立 私　　立

大 学 院



✩　申請前に、申請者（母・父）と連帯借主（子）には、上川総合振興局貸付担当者との面接が

　　あります。（個人番号と身分証明書が必要）

✩　貸付時に、申請者と連帯保証人に相談シートの聞き取りを行い、確認をさせて頂きます。

【　必 要 書 類　】

 ◎ 就学支度資金・・就学、修業する為に必要な支度資金（入学金、施設設備費、維持費等）

※授業料や実習費等の経費は該当になりません。

　１．母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書

　２．配偶者のいない女子または男子等であることの確認書

　３．母子・父子・寡婦福祉資金借用書

　４．確約書

　５．合格通知書又は入学許可書の写し

　６．必要経費が分かる書類

　７．経費内訳書

　８．戸籍謄本（母、父と子の戸籍が違う場合は、各戸籍謄本と世帯の住民票が必要）

　９．申請者と連帯保証人の印鑑証明書

１０．申請者と連帯保証人の所得を証する書類（源泉徴収票又は所得証明書）

１１．申請者と連帯保証人の相談シート

１２．連帯保証人の本籍が記載されている住民票

 ◎ 修学資金・・・・高等学校、大学等に修学する為の必要経費（授業料、教科書代、家賃等）

　１．母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書

　２．配偶者のいない女子または男子等であることの確認書

　３．母子・父子・寡婦福祉資金借用書

　４．確約書

　５．在学証明書 原本 （申請月のもの）

　６．必要経費が分かる書類

　7．給付奨学生証又は大学等奨学生採用候補者決定通知書

　８．経費内訳書

　９．戸籍謄本（母、父と子の戸籍が違う場合は、各戸籍謄本と世帯の住民票が必要）

１０．申請者と連帯保証人の印鑑証明書

１１．申請者と連帯保証人の所得を証する書類（源泉徴収票又は所得証明書）

１２．申請者と連帯保証人の相談シート

１３．連帯保証人の本籍が記載されている住民票

＊＊ 注 意 事 項 ＊＊

・ 母又は父と子どもが借主となります。

・ 子どもが学校を卒業してから償還が始まりますので、無理のない返済かどうか返済計画を立て

良く話し合って申請をしてください。

・ 連帯保証人は、償還が終了するまで保証する事になりますので、道内在住の親戚縁者で収入の

ある方。いない場合は、相談してください。

・ 原則として、税金、家賃、公共料金等の滞納がないこと。

・ 他の借入をされる方は、貸付ができない場合があります。

名寄市健康福祉部こども・高齢者支援室

こども未来課

就学支度資金・修学資金を申請される方へ

✩　国・道の貸付額が限られておりますので、貸付を希望される方は早めにご相談ください。

《 問合せ先 》

　母子・父子自立支援員 　℡01654-3-2111　内線3229


